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研究成果の概要（和文）： 
 本研究では、次の 2つの研究と関連研究を行った。1）看護業務と患者のプライバシー保護の
両立を目指す電子カルテ画面上の患者情報の表示方法および医療者間の情報共有の範囲、2）画
面サンプルを用いて、患者の意向を考慮した設定システムの臨床現場での有用性を明らかにし
た。その他、職種および関係性の違いによるカルテ情報の共有範囲、入院患者の情報プライバ
シースコアと属性および主観的健康統制感（JHLC） との関連を明らかにした。 
 
研究成果の概要（英文）： 
We conducted a focus group interview and a questionnaire survey and obtained following 

results. 1) We identified how change the extent of sharing information with being aware of 
the patient privacy and how assess the usability of a partially concealed items of privacy in 
order to protect his/her privacy, 2) We make clear that nurses’ perceptions of display 
screens from an electronic patient records system so that maintains patients’ privacy. 
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１．研究開始当初の背景 
現在、医療機関に導入されている電子カル

テシステムの多くは、医療従事者であれば基
本的にすべての患者のすべての情報を閲覧
できるように運用されている。その一方で、
複数の人・場所からのアクセスによるセキュ
リティや情報の利活用に関する倫理教育の
徹底など、プライバシーの保護や情報の扱い
について多くの課題があり、個人情報保護に
向けて厳しい取り組みが求められている。 
チーム医療の推進により、一人の患者に複

数の専門職が関与することになり、患者・家

族に関する様々な情報を多職種間で交換す
ることが不可欠になってきている。電子カル
テの普及により、患者情報の共有は容易には
なったものの、果たして個人の権利利益の保
護について十分に考えられているのだろう
か。個人情報保護法によると、その目的は個
人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利
利益を保護することとある（法第一条）。医
療分野において、個人情報の漏えいや不当な
利用などにより個人の権利利益が侵害され
た場合には、他の分野の情報に比べ、被害者
の苦痛はより大きく、権利回復はより困難に
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なるといえる。特に、看護師が得る情報は、
患者の身体的問題から家族関係、経済的事情、
心理社会的な問題に至るまでのプライバシ
ーに関することであり、それらの情報の扱い
にはより慎重になる必要がある。 
しかしながら、患者自身のプライバシー感

（患者が自分自身の個人情報を提供するこ
と、医療者と個人情報を共有すること等につ
いて、どの程度プライバシーに関する事だと
感じているか）を電子カルテにどのように反
映させ表示するのか、患者の自己情報コント
ロール権からみた研究はわずかに見られる
のみである。また、現場の看護師が患者の希
望に沿った電子カルテの見え方（表示される
情報の範囲）を多忙な業務の中で実践できる
かどうかはまだ明らかにされていない。 
そこで本研究は、患者が自分の個人情報に

ついてプライバシーにどの程度関わること
であると認識しているかを測定することの
できる「入院患者の情報プライバシー認識尺
度（PIPS）」を基盤に考案された患者のプラ
イバシー感を簡便に測定できるチェックリ
スト（簡易プライバシーチェックリスト：
CPC）を参考にして、患者が考える医療者と
の情報共有の範囲をどのように電子カルテ
上に表現するのかを検討し、情報コントロー
ルの必要性について確認する研究を行いた
いと考えた。 
以上の背景のもとで、以下の目的の研究を

行った。 
 
２．研究の目的 
本研究は、患者が求める医療者との情報共

有の範囲について、どのように電子カルテに
反映できるのかを検討するための方法とし
て、(1)看護業務と患者のプライバシー保護
の両立を目指す電子カルテ画面上の患者情
報の表示方法および医療者間の情報共有の
範囲について明らかにする、(2)前項の調査
結果に基づいて、模擬患者情報が入力された
電子カルテシステムの画面サンプルを作製
する、(3)画面サンプルを使用し、看護師ま
たは他職種によるフォーカス・グループ・イ
ンタビューを実施し、患者の意向を考慮した
設定システムの臨床現場での有用性につい
て検討することを目的とする。 
 
３．研究の方法 
(1)看護業務と患者のプライバシーの保護の
両立を目指す電子カルテ画面表示の検討 
 東海北陸地区にある病院の全数から2分の
1 にあたる 515 施設を抽出し、電子カルテま
たはオーダリングシステムが導入の場合に
調査協力を依頼し、21病院 736 名を対象とす
る郵送法による質問紙調査を実施した。この
時に、「入院患者の情報プライバシー認識尺
度（PIPS）」に基づく患者項目から紙面上の

画面サンプル（印刷物）（図 1）を作製し、対
象に見てもらいながら回答得た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 1 電子カルテの画面サンプル（印刷物） 

 
 

(2)電子カルテの画面サンプルの作製 
 簡易プライバシーチェックリスト（CPC）
と、質問紙調査の結果を参考にして電子カル
テの一部の項目（情報）にモザイクをかけて
非表示にしたカルテの画面サンプル（PPT
版）を作製した。看護管理者が CPC 入力画
面（図 2）においてその回答結果を入力する
と、患者と職種との関係性によって隠したい
情報があった場合に、図 3に示したように情
報項目にモザイクがかかり非表示となる仕
組みを持たせている。 
なお、カルテ画面の作製に当たり、企業か
らの協力を得ているが、これは共同開発・研
究を目指すものではなく、すでに当該企業が
パンフレット等で公表している患者プロフ
ィールシート、フローシートなどの電子カル
テ画面を本研究のためにファイル形式に変
換し、調査に使用した。事前に学会報告など
を通じて他の企業にフィードバックするこ
とを説明し、了解を得ており、特定企業に限
定した利益（研究成果）の供与はない。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 2 例：電子カルテの画面サンプル 

－CPC画面 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 3 例：電子カルテの画面サンプル 
－患者プロフィールに非表示情報あり 

 
(3)患者の意向を考慮した設定システムの臨
床現場での有用性について検討その 1 
 電子カルテシステム導入済の東海北陸地
区にある病院165施設に勤務する看護師を対
象に、模擬患者情報を入れた画面サンプル
（PPT版）を見せながら非表示などの仕組み
について説明した後、フォーカス・グルー
プ・インタビュー調査を実施した。 
(4)患者の意向を考慮した設定システムの臨
床現場での有用性について検討その 2 
東海地区にある病院2施設に勤務する他職

種（臨床医）を対象に、模擬患者情報を入れ
た画面サンプル（PPT版）を見せながら非表
示などの仕組みについて説明した後、グルー
プ・インタビュー調査を実施した。 
(5)その他の関連研究 
 その他の関連研究の方法などについては、
研究成果の項に簡単に示す。 
 
４．研究成果 
(1)看護業務と患者のプライバシーの保護の
両立を目指す電子カルテ画面表示の検討 
422 名の看護師から回答が得られた（回収

率 58.7%）。看護師の平均年齢 36.3±9.9 歳、
平均経験年数 13.6±9.5 年、電子システムの
平均利用期間は 2.8 年であった。「患者の意
向に沿って患者情報を非表示にする」という
考えに 38.4%が賛成し、実際の看護業務を考
慮しても 22.5%がこの考え方を受け入れられ
ると回答した。モザイク等を使って、電子カ
ルテの画面を一部非表示にすることは、私生
活に関連した情報項目ならば半数以上が賛
成し、逆に治療に関連した情報は患者の意向
があってもいつでも表示されることを希望
した。非表示によって業務に支障を来す職種
として、看護師の 8 割が看護師、医師、5 割
が薬剤師、社会福祉相談員をあげた。カルテ
閲覧の範囲は、看護師の 4割が職種単位での
制限を望む一方で、2 割は制限なしと回答し
た。実施可能な非表示の方法とし、59.3%が

項目単位、32.7%がカテゴリー単位を選択し
た。緊急時の表示方法は、53.3%が直ちに一
括表示を、43.4%が項目ごとに表示できるこ
とを希望した。さらに非表示への考え方につ
いての傾向を探るために看護師の背景を分
析した結果、所属科と電子カルテ使用期間に
おいて情報表示に対する考え方に違いがあ
ることが示された（表 1）。 
情報プライバシーの観点から、患者の意向
に沿った電子カルテ画面の一部の項目の非
表示にある程度の賛同が得られ、その実現に
向けた検討の必要性が示唆された（論文 2）。 
 
表 1. 非表示に賛成の看護師が回答した非表
示の受け入れ可能な項目と背景別による有
意差 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)患者の意向を考慮した設定システムの臨
床現場での有用性についての検討その1 
調査協力の得られた 8 病院 74 名の看護師
のうち、73名の参加があった。男性 7名、女
性 66 名、平均年齢 38.5±8.9 歳、電子カル
テ平均使用年数は 4.8±2.4 年で所属病棟は
様々であった。画面サンプルを実際に見て、
患者の意向に沿って情報項目を一部非表示
にする考えに賛成し、かつこのような設定が
必要であると回答したのは全体の4割であっ
た。今回、協力を得た病院で、3病院 32名（43. 
8 ％）についてはシステムへのアクセス制限
があり、医療専門職とそれ以外の職種によっ
てアクセスできる情報が決まっていること
が示された。また、内容分析の結果から、情
報プライバシーに配慮した電子カルテ表示
の実用化に向けて、【情報コントロールの必
要性】、【非表示方法による利益と不利益】、
【患者情報の非表示と表示の手段】、【実用化
に向けて検討すべき課題】の 4つのカテゴリ
ーが抽出された（表 2）。 
患者の意向に沿って情報を共有する範囲
を変えるために電子カルテの画面表示を一
部非表示にすることについて、画面サンプル
を使用して現場の看護師の考えを直接確認
することができ、この設定システムにある程
度の有用性があることを示した（論文1）。 
 



 

 

表 2．情報プライバシーに配慮した電子カル
テ表示の実用化に向けてのカテゴリー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)患者の意向を考慮した設定システムの臨
床現場での有用性についての検討その2 
2病院5名の臨床医から協力が得られた。男

性2名、女性3名、平均年齢40.8歳、電子カル

テ平均使用年数は5.2年で所属診療科は様々

であった。一部の項目にモザイクをかけて非

表示にした部分の解除方法について、隠され

ている項目を一つずつクリックして表示する

方法と、緊急時など医療上の判断でその情報

が必要とされる場合に、特定のボタンへのク

リックで全体を表示する方法の両方を希望し

ていた。特に緊急時は敏速に情報が表示でき

る仕組みが欠かせないと回答した。自己情報

コントロール権に配慮した設定システムの臨

床現場での有用性を臨床医からも確認でき、

緊急時やチーム医療における情報共有のあり

方など、今後の取り組むべき課題を具体的に

示した。 
 以上、本科研基盤研究Ｃを得て、質問紙お
よびインタビュー調査による研究と関連す
る研究を進めることができた。まだ、論文化
に至っていない貴重なデータなどもあり、今
後、成果の公表に努めていきたいと考えてい
る。なお、本研究の成果は、Ｈ23 年度～25
年度科研基盤研究Ｃ「情報プライバシーに配
慮した患者情報の共有と保護のあり方に関
する研究」として、さらに発展させる予定で
ある。 
 
(4)その他の関連研究 
①精神科単科を除く全国の200床以上の全病
院、2512 名の入院患者を対象に、カルテの記
載情報に関して、入院患者が医療関係者に知
られたくないと思う情報が、医療職種や患者
との関係性の違いによってどのように違う
のかについて質問紙調査をしたところ、カル
テ情報の種類はもとより、職種の違い、さら
には利用者とそれら医療職種との治療上の
関係性が、見せたくないという思いの程度に
影響していることを示した（学会発表2）。 
②入院患者プライバシー認識尺度（PIPS）と

日本版 Health Locus of Control 尺度
（JHLC）を、精神科単科を除く全国 200床
以上の全病院について、協力の得られた 122
病院から第一次回答期限までに回答のあっ
た 1017名について、信頼性が確認できた 837
件の解析を行った。PIPSと JHLCとの関連
は一部認められたが、全体としては特に強い
関連は示されなかった。情報プライバシーに
対する認識には患者属性による大きな差は
なかったが、抱えている疾患により一部の情
報について共有範囲が制限される可能性が
示唆された（学会発表 5）。 
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